
区 画 整 理 だ よ り 

橋本市 建設部 市街地開発事務所 

平成 24年 12月7

土地区画整理事業では、権利者の意見を

適正に事業に反映させるため、諮問機関と

して地区内の権利者からなる土地区画整

理審議会を設置しています。 
橋本都市計画事業中心市街地第一地区

土地区画整理審議会の第３期委員は、平成

２５年２月２３日をもって５年の任期が満

了となり、改選を行うことになります。 

なお、選挙人名簿に登載されるのは、平

成２４年１２月３日(月)現在で事業地区内の

宅地所有者と宅地について借地権を有す

る人です。 〈〈 〈〈
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 平成24年11月14日(水) 
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 平成25年1月4日(金)～1月17日(木) 

   午前8時30分～午後5時15分 
（土・日・祝日も縦覧できます） 

【市街地開発事務所にて】 
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 平成25年1月30日(水)～2月7日(木)  

午前8時30分～午後5時15分 
（土・日・の受付は 行っておりません） 

【市街地開発事務所にて】 
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  １筆の土地を複数の権利者が共有している

場合、併せて１個の選挙権及び被選挙権を持つ

ことになります。 
  この場合お手数ですが、共有者の中から代表

者１名を選任し、『代表者選任通知』を市街地開

発事務所まで提出してください。 

立候補者の数が選挙すべき委員の数

（8名）をこえない場合、投票は行い

ません。  今回の審議会委員選挙に伴い、平成24年

12月4日から平成25年1月30日（選挙人名

簿確定の日）までの間は、施行者への借地権

の申告不受理期間となります。あらかじめご

了承ください。 
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土地登記簿に記載されている所有権者が死

亡しており、相続登記が未済の場合の選挙権及

び被選挙権については、相続人の名義に所有権

移転登記するか、又は選挙人名簿縦覧期間内に

相続を証する書類を提出して相続人を確定し

た場合に、その相続人に選挙権及び被選挙権が

認められます。 
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選挙人が法人の場合は、その法人が投票人を

指定し、指定された方が投票を行います。 

投票に際して、『投票者指定証明書』を当日に

提示していただきますようお願いします。 
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 平成25年2月20日(水)

 

・ 橋本市役所掲示場（市役所前） 

・ 橋本市役所 高野口掲示場（高野口地区公民館前） 

・ 橋本区まちづくり会館掲示板 
・ 古佐田区民会館１階掲示板 

・ 橋本市市街地開発事務所掲示板 
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 宅地の所有者及び宅地につい
て借地権を有する者からそれぞ

れ選挙されます。 
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 事業について学識経験を有す
る者のうちから市長が選任しま

す

。（選挙はありません。）

 

 

任期満了に伴う審議会委員の改選について 
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橋本駅
国道２４号紀の川

 

現在、紀陽銀行東側に仮植え しているハナミズキなどの樹木 をお譲りします。  ご希望の方は、市街地開発事務 所までご連絡ください。 TELTELTELTEL ０７３６－３４－１２３５ 
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 9月末から行っていた国道24号沿いの

雨水・汚水管布設のための夜間工事が完了

しました。沿道の皆様ご協力ありがとうご

ざいました。 
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工事箇所 

第③ゾーン 対 象 4 3 件 中  40 件契約済み 第④ゾーン 対 象 1 9 件 中  14 件契約済み 紀の川ゾーン 対 象 3 1 件 中  23 件契約済み 
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平成 24 年 11 月 1 日現在 

 


